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バウチャー制研究ノート（１）

－フリードマン，ジェソクス，クーンズの３つのプランについて－

Astudyoneducationvouchers

犬塚典子

1Ｗγ晩ｏ〃"ご"んａ

VouchersistemhavefrequentlybeeｎｏｆｆｅｒｅｄａｓａｎｅｆｆｅｃｔｉｖｅｗａｖｔｏｓｏＩｖemanyproblems
inAmericaneducation・Manyplansforestablishingeducationvouchershavebeenproposed
bypeopleofsuchdifferentideologiesasconservativeeconomistMiltonFriedman,sociologist
ChristpherJencks，schooｌIinancereformlawyerJohnCoons，andPresidentRonaldReagan・
Ａｎｄyet，theeducationvoucherideaisprobaｂｌｙｔｈｅｌｅａｓｔｕｎｄｅｒｓｔｏｏｄｏｆｔｈｅｍａｎyreforms
proposedforAmericanschoolsinrecentdecades・

ThisthesisexplorestheimportantissuessurroundingeducatioIlvouchers・Ｗｈａｔｄｏｅｓｔｈｅ

ｔｅｒｍｖｏuchermean？Ｈｏｗｃａｎｗｅｄｒａｗｍｅａｎｉｎｇｆｕｌｃｏｍｐａｒｉｓonsamongproposalsthatin‐
corporatethevoucherideaindifferentways？Ｗｈａｔａｒｅｔｈｅｃｈｉｅｆｃｌａｉｍｓｏｆｔｈｅｉｒｓｐonsors？
Ｔｏａｎｓｗｅｒｔｈｅｓｅｑｕｅｓｔｏｉｎ，ｗｅｍｕｓｔｅＸａｍｉｎｅｔｈｅｐｒｏｐｏｓａｌｓｉｎｔｅｒｍｓｏｆｔｈｅｓｐｅｃｉｆｉｃｃｌａｉｍｓ．

本稿では，バウチャーを巡る重要な以下の諸問題を探

る。

・どの様にして，我々は，具体的な方法では異なるバウ

チャーの各アイデアを統合するのに有意義な比較をする

のか。

・教育バウチャーという概念の示すものは何か。

・どの様なバウチャーが提案されたのか。

・提唱者の主要な要求は何なのか。

そのために，バウチャー制論争の端緒ともなったフリ

ードマンのプラン'）と，アメリカの学校システムにバウ

チャーを実行しようとした二つの試承（一つは，1970年

代初頭にバウチャーの実験を行った連邦政府の試承2〕で

あり，もう一つは，カリフォルニア州における民間レベ

ルの「選択による教育のための発議｣）を検証するの。こ

の三つは，バウチャーを巡って起きる論争を説明するの

に有効な視座を与えるものと思われる。その際，パウチ

ャーの提唱者がイデオ回ギー的に正しいとか悪いとかい

うのではなく，その具体的要求に基づいて検討すること

を意図する。

Ｌはじめに

本論稿は，アメリカにおける教育バウチャー制の論議

を具体的なレベルで検討することをⅡ的とする。アメリ

カにおいて，教育バウチャーを確立しようとする試糸

は，保守派経済学者のフリードマソ（MiltonFried‐

man)，社会学者ジェソクス（ChristopherJencks)，学

校財政の変革を求める法律家クーソズ(JohnECoons)，

そして，大統領レーガンという，異なるイデオロギーを

持つ人々によってなされてきた。が，バウチャー制の概

念は，最近のアメリカの学校改革案の中で，最も理解さ

れていないように思われる。その混乱の原因の一つは，

この概念の背後のイデオロギーが協調しにくいというこ

とにある。また，バウチャー制は，これまでその提唱者

のプランに忠実な方法で試ふられた７１｢がたかったので，

その事が，これを論じる時に想像と萌突を区別するのを

難しくしている。さらに，パウチ.１－の様々な制度が提

案され，それぞれ学校に異なった影響を与える点も，問

題を分かり難いものとしている。
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に答える柔戦性を持たないが，これが，政善されること

が期待できる。

多くのバウチャー・プランの中では，私立学校も公的

資金を受ける資格を持つことを求めるものも多い（現行

では，私立学校には，ほとんど公的資金援助がなされて

いない)。また，より改革的なものは，近隣の学校の教

育に不満を持つ親たちは，バウチャーを一定数集めて，

別に私立学校を設置することも可能とする。

111．バウチャー制の提案の理解のために

バウチャーの基本概念は，一つのプランが実際の教育

場面でどのように機能するのかということについては何

も語っていない・上記に概略されたような現行のシステ

ムとの速い（学校jMl縦と財政の型）の他にも，ペウチャ

ー制の学校や子供にもたらす効果等，検討されなければ

ならない多くの問題がある。例えば，

・政府のどのレベルが，バウチャープランを管理するの

か。

・教育のどのレベルが，このプランに含まれるのか。

・バウチャーにどの位の経済的Ｉｌｍ値を持たせるのか。

・公立・私立学校の両方がバウチャーを受け取るのか。

・誰が，システムの働きを監督するのか。

ニュー・ジャージー州の教育省の予算立案者である

J､Ｓ・Catterallは，］984年に，教育バウチャー制につい

てのレポートを発表したｲ)。彼は、アメリカにおけるバ

ウチャー制論議を理解するには，それらを定義する重要

な特徴を検討する珈が肝要であるとしている。そして，

この特徴を３つの領域，財政・規制・付加サービスに分

け，これらの点を理解することによって，バウチャー制

を導入した際に起こりうる効果を予想することができる

のではないかとしている。これは，今後のアメリカにお

けるバウチャー導入を考える上で有効な視座を与えるも

のであり，以下，CatteralIの見解を中心に，バウチャ

ー制の具体的特徴を検討する。Catterallは以下のよう

に述ぺている。

１．バウチャー制の財政をめぐる諸規定

バウチャー制の財政に関する規定は，後援する権力を

n．バウチャー制の基本概念の再検討

バウチャー・プランの基本概念を単純化すると以下の

ようになる。

１．政府は，学校へ通う年齢の子供を持つ親に対し，

子供一人当たりの公教育慨に該当するバウチャーを与え

る｡

２．親は，「認可された」学校の中から１１１分たちの子

供を通学させる学校を選択し，バウチャーをその学校の

教育を受けるために利用する。

８．学校は，親からパウチャーを受けとり，政府の設

定する学校運営に関わる諸要件を満たすことによってパ

ウチャーを現金化し，学校の運営に充てる｡

今日までアメリカで論議されてきたバウチャー制は，

その目的や実行場面での詳細な部分において，大きく異

なっている。が，すべてのバウチャー・プランは，一般

的に，公立・私立学校の財政管理方法に，基本的変化を

もたらす構図を持っている。

パウチャールリの基本理念は，現行のアメリカの学校経

営の一般的財政方法とは大きく異なる。アメリカのシス

テムでは，公教育費は，地方・州・連邦政府から，教育

区に直接供給される。そして，子供達は，常に自分の住

んでいる地域によって，学校を特定されている。これに

対し，バウチャー・プランは，生徒に直接資金を供給す

るところから始まり，子供・親に対して，多様な学校の

中から選択する可能性を与える。

このとき起こる教育財源の動きを示すと以下のように

なる｡（図１）

このように教育財源の流れが大きく変わるという構図

を持つ。財源の流れが変わるということは，力関係が変

わるということであり，最終的には，教育を巡る権力構

造に変化を起こす可能性をもつ。

バウチャー制は，個々の学校を，コミュニティに教育

を提供するための，意思決定単位と見なす。したがっ

て，ある学校の成功は，その学校がどれだけ多くの生徒

を引き付けることができるかということにかかってく

る。現行のシステムでは，公立学校は，生徒・親の意向

アメリカ

現行のシステム

(公教育費）（税金）

国民一＞各自治体 学校ＥＶＡ＝Educational
VoucherAgency

（税金）（公教育費）

国民一各自治体一ＥＶＡ￣〉国民_す学校－

－多認可一一一一

図１

(教育バウチャー機関）バウチャー・プラン
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委任されている行政機ljUから，家庭と学校への教育財源

の流れを左右する。誰がバウチャーを払うのか，バウチ

ャー参加枝の資格は何なのか，バウチャーに加えて他の

資金が参加校をサポートするのかといった点がここでは

含まれる5)。

①バウチャーの財源バウチャーは学校財政に関する

政府の財源すべてに対して提案されてきた。最も一般的

バウチャーのモデルは，幾つかの財源の混合からなる学

校運営のための政府支１１１金をそのまま利用しようとす

る。言い換えれば，ある学区が毎年一人の生徒につき

2000ドル費やす場合，生徒は，これと同額のバウチャー

を受け取る。この費用は，現在それに使われている財源

から提供される。バウチャーは，また，州と地方財源か

らなる基本的学校財政のもう一つの形としても提案され

てきた。これは，州と述邦による一般的財政を，バウチ

ャー・システムの外に続けることを求める。連邦政府に

よる経済的・社会的不利な状況にある子供への助成金と

いったもの，起学選択家庭に対する税控除という形のも

のもあった。（具体的なレベルまでば検討されていない

が，レーガン政権においてもこれが提案された｡）

②バウチャーのサイズバウチャーの額面の合計は，

参加校が受け取る財源となる。従って，－人の子供を教

育するのに完全なパウチャーの額面を求めることは，大

変重要である。一枚２０００ドルのバウチャーは，小学校

1年生に魁かな教育経験を与えることができるかもしれ

ないが，高校２年生にとっては，わずかな教育しか与え

ることができない。２０００ドルのバウチャーは，低賃金

の教員とプログラムによって成立する低コストの学校に

より相応にサポートするかもしれないが，特別な要求を

持つ生徒の為のコストの高い学校の財源をカバーするこ

とは出来ない。また，もし認められるなら，２０００ドルの

バウチャーは，企業家に新しい小学校を設立させる1,1機

になるかもしれない。

要するに，バウチャーシステムにおける生徒に可能な

教育機会の型は，バウチャーの額面に大きく依存すると

いうことである。

⑧'生徒の資質とバウチャーの対応雄本バウチャーに

加えて，バウチャーの額面は，学年や学業不振者・身体

障害者といった特別の生徒への奉仕といった要素を反映

することも可能である。バウチャーによる学校システム

下で，すべての子供に的確に奉仕するには，バウチャー

の価値を直接生徒の資質に結び付けることが有効であ

る。

④迫カル:ウチャーの許可参力'1校は，授業料にパウチ

十一の承を受け取るのかどうかIljlI限をされることがあ

る。基本バウチャーの他に追加授業料を認めると，裕福

な親は，自分の子供に高価な教育を受けさせようとして

１１１己資金によってバウチャーを増大することが可能にな

る。

⑤Ⅲ学校への寄付の許可」二記のような追加バウチャー

が禁止されても，親は，学校に寄付によって，他の財源

を与えることができる.現在，ほとんどの私立学校は，

寄付に頼っているに,そして，寄付に対する税控除がこれ

を奨励している。追加バウチャーと同じで富裕な家庭の

子供は学校への家庭からの寄付で恩恵を被る。

バウチャー制の財政関連の規定の許容程度は，このプ

ランの効果がどの様に異なってくるかをよく示してい

る。財政関係のバリエーションに加えて重要なのは，バ

ウチャーの立案を管理するシステムの設立である。バウ

チャーを発行し弁済する機関が設立されなくてはならな

い。もし，バウチャーが，生徒の資質に応じて変化する

のなら子供の適性を守ってやり，彼等に適切な価値のバ

ウチャーを配布するシステムが必要である。また，追加

バウチャーや寄付が禁止されるなら,学校監査統制のシ

ステムが必要である。このように今まで提案されてきた

プランを討論するとき，上記の規定を実行するコントロ

ールシステムの性質によって，バウチャー・プラントま，

大きく異なるといえよう。

２．バウチャーIliUの規制をめぐる規定

バウチャー制の提案者の多くは，それによって資金を

供給される学校は，ある一定の適性基準に適うべきであ

ると提案している。個別のプランにおいて求められる基

準の範囲は広い。股も重要と思われる規定は以下であ

るの。

，①参加校のレベルバウチャーは一般的に小・中学校

を対象に提案されてきた。しかしバウチャーはある学

年レベル，特殊・補習教育のようなものに限定されるこ

ともありうる。また，大学生に対しての提案もこれまで

あった。

②学校の種類バウチャー制は一般的には，公立・私

立，韮準に合うかぎり共に含まれる。幾つかのプラン

は，公立学校制度の象に向けられている。

③カリキュラムの必要条件バウチャー制では，参加

枝にカリキュラムの必,要条件を指定することもありう

る。これには，学1W内容・最低授業日数・－年間の最低

授業日数なども含まれる。高校卒業資格のための基準や

テストが確立される事もある。宗教や特別なイデオロギ

ー教育は禁止される場合もある。
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④職員の基準参加校においてはⅢ教員免状や大学学

位が教員や職員に対して求められる場合がある。

⑤入学・退学手続きあるバウチャー提唱者は，参加

校は現在私立学校が行っているような各日の入学基準を

確立することを提案している。他の人Arは，志願者の数

が教室の定員を越える場合では，よりオープンな入学シ

ステムと抽選を推奨している。生徒の退学手続きは，各

学校に任されたり，そのプランの特別な施策に任された

りする。

⑥その他の規定上記のように，バウチャー制は，広

範囲に亘る様々な規制を必要とする。学校の管理方式・

物質的施設の必要条件・親の参加・委任など，実質的に

は，どんな規制でも一つのプランの'１１に記入されうると

いえる。バウチャー制の下の財政規制の規定は，複雑で

詳細に豆り，たくさんの問題を抱えている。それらの問

題は，与えられたある一つのバウチャーのプランの提案

の結果を考察するよりiMijに検討されなければならな

い。前項の財政を巡る規定と同様に，この規制に側する

分野も，規制を確実に遂行し，参加校を適切な状態にす

るためには，詳細な手続きや管理体系が求められる。ど

の様にこの規制システムが確立されるかとしうことはバ

ウチャー制の重要な一部分であるが)この詳細はこのプ

ランを現場で実行する人々の手に委ねられることにな

る。あるプランのこの部分に落ち度がある場合は，バウ

チャー制の実践における効果と管理について多くの疑問

を上らせることになる。

３．バウチャー制の付加サービスをめぐる規定

上記２点に加えて，生徒の輸送・情報の提供という規

定がバウチャー制には形成される7)。

①情報の提供これば，何人かの提唱者によって，バ

ウチャー制の成功の決定的要因と見なされている。なぜ

なら，生徒と親による学校の選択は，バウチャーfliIにと

って中心であり，異なる学校に関する適切で完壁な情雛

は欠くことの出来ない問題である。家庭が，学校の選択

をする時，キリスト教の私学は，その名前の中に，その

プログラムの方向性を示しているし，また別の私学は，

社会事業の加盟によってそれを説明している。しかし，

カリキュラムの内容・教育方法・スタッフの質・財源の

利用方法・教育的効果は，生徒・親にとって判断しにく

い。バウチャー制に組糸入れられる情報システムは，学

校やある特定の情報機関・カウンセラーとの面会などに

よって公開されることが求められる。英語を話せない家

庭，しばしば住居を変更しその都度学校の情報を探さな

ければならない家庭などには，とくに情報サービスは砿

第３０号１９８９

要である。

②生徒の輪送これも，すべての生徒による学校への

公平なアクセスの為に，欠くことの出来ない規定であ

る。私的・公的輸送の利用代金を払える家庭は，自分た

ちの到達範囲内でより多くの学校の選択が可能である。

学校への子供の輸送を満たされない家庭は選択の幅が狭

くバウチャーからの恩恵を受けにくい。

バウチャー制において教育サービスを公正に施すに

は，上記の情報・輸送のサービスは大切である。学校を

改砿するとき，我々は，どの様な生徒がどの様な程度恩

恵を受けるのかをはっきりと知る必要がある。以上のよ

うにⅢ現在までのバウチャーの提案は異なる程度でこれ

らのサービスにl>U心を向けている。さらに，この付加サ

ービスは，他の財政的規定と関係して理解されなければ

ならない。例えば，輸送のコストは，割り当てられた基

本バウチャーの合計内で学校によって行われるのか，適

切な'lIilli送や情報のサービスのコストは幾らなのか，どの

様にそれらのサービスは資金を供給されるのか，といっ

た１１１１題と共に。総合すれば，バウチャー制の財源の配分

・規制・付加サービスの特徴は選択されるバウチャーの

モデルに対して広い１幅を持っている。各自の提案の詳細

を考慮することなしには，バウチャー制について論ずる

ことは出来ない。次の章では，アメリカにおいて検討さ

れたバウチャー・プランの３つをこれらの観点から比較

する。

1V、３つのバウチャー制のプラン

現在,アメリカ教育学界において，バウチャー制に関

する研究は，それらを一括して論ずるのではなく，異な

る理念・目的を持ち，異なる結果をもたらすものとし

て，各プランを具体的に検討する方向で進められてきて

いる8)。そして，歴史的流れと形態的な特徴から，フリ

ードマソ，ジェソクス，クーソズの３つのプランに大別

するのが一般的である，)。

３つのプランの歴史的展開

・フリードマン

１９６２『資本主義と自由』

・ジェンクス

１９６８「黒人の子供のための学校」

1969連邦の経済機会局（OEO）は，公共政策センタ

ー（CSPP/責任者ジェンクス）を設立，バウチ

ャー・プログラム開発の研究費を与えた。

１９７０実験の実施教育区を募集

1972～1978アラム,ロック教育区にて実験が実施さ
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れる'0）

クーンズ

１９７８「選択による教育」

１９８０私立を含めた州の学校教育体系にバウチャー・

システムを導入しようとする住民発議の憲法修

正案が住民投票に付されるが，否決されるＩＤ

以下，これらのプランを，それぞれの特徴を単純化し

ながら検討する。ただし，この３つのプランは，発表さ

れたときの形態が異なっている。フリードマンのプラン

は，彼の本の一章であり，ジェンクスのは，連邦の実験

への提案として数100ページに亘るものである。クーン

ズのものは，「州民発案樅」（avoterinitiative)－Ⅱ1憲

法に対する発議一として茜かれたものであるそしてこ

れらの詳細ば，ある程度，この形態の違いを反映してい

る。フリードマンのプランは，’二１分の経済システムの枠

組みを教育へ応用することに集中し，規制は肢小阪であ

り，付加サービスは欠如している。従って，実現のため

の具体的なビジョンを欠いているⅡジェンクスのもの

は，実験の実行を前提として，多くの現実的な規制と保

証を含んでいる。クーンズのもの'よ，上記二者の中間に

表

位置し，州憲法に対する発議の形にプランを適応させな

ければならないことから抑制されている。この３つのプ

ランの特徴をCatterallの分類により整理すると表lの

ようになる。（表１）

（１）フリードマソのプラン

経済学者フリードマンは，1950年代始めに近代学校制

度へのバウチャー制の導入の概略を示した。そして，公

立学校の非効率性並びに競争制度の利点・家庭による学

校選択の[}由の価値に関心を寄せた。現代社会における

自由の重要性に関する広範な論文『資本主義と自由』の

中で，教育バウチャー制の原理について述べた。フリー

ドマンによるバウチャー制はそれを実行する際の詳細な

検討には欠けており，実行には移されなかった。今ま

で，教育バウチャー制の概念を具体的な政策課題として

クローズアップしたのは，フリードマンであったと言わ

れている。そして，フリードマン以降，いろいろなバウ

チャー制が提案された。が，それらは，いずれもフリー

ドマンのrl由市場競争型のモデルを批判する所から始ま

っている。つまり，その後の十数年間で，アメリカで注

目されたバウチャー制は，フリードマンのものではな

１

項 フリードマン１９５２ ジェンクス１９７１ クーンズとシニガーマン1878

〔財政〕

レベル

Ｖの額面

小・中学校

基本Ｖ

小学校を中心

基本Ｖプラス補償Ｖ

小学校・中学校

基本Ｖ
生徒の特性によって10％程度
変化可能

カリフォルニア州財源 現行の財源 現行の財源プラス連邦政府か
らの特別補助金

認められない

認められない

追加授業料

努力Ｖ

その他

〔学校の条件(規制)〕

カリキュラム

イデオロギー

認められる

認められる

ありうる

認められる

限界を設ける

極基本的な屯の

自由

現在に同じ

人種差別的・アナキスト的な
ものは認められない

個人的参加は認める

認められない

現在の州の規定に同じ

一部抽選

現在の私立学校に同じ

現在の私立学校の基準(最小）

宗教

非合法的活動

職貝

入学許可

その他

自由

認められない

規定無し

学校め決がる

個人参加は認める

認められない

教員は教える能力を持つ者

抽選

上記以外に規制を加えること
を禁止する

〔補助的サービス〕

情報

輸送

委任されない

委任されない

委任される

委任される

委任される

委任される

Ｖ＝パウチャー



社会学研究科紀要第３０号１９８９102

〈，彼のプランを厳しく批判するものであった13〕に，で

は，その批判は，彼のプランのどの点に対して向けられ

ているのだろうかＣ

ＩＩｲ政に関して，フリードマンのプランは，追加バウチ

ャーを認めている。従って，参加枝は，バウチャーの額

面を越えて，割り増し授業料を課すことができるので，

親は，バウチャーの象で購入できるより高価な教育経験

を求めることができる。こういった点を含めて，フリー

ドマソの自由競争型は弱者に対する視点を欠いており，

教育界では受け入れられなかった。フリードマソは一貸

し，経済と教育的生活における自由な市場の恩恵を主張

する．フリードマソの些準によるバウチャー制において

は，参加枝に対する行政のコントロールはわずかしか認

められない。コントロールには，それを実行する規制と

不経済な官僚制を必要とするからである。同じ理由か

ら，輸送や情報サービスについての規定も設けない。フ

リードマソのものは，学校業務から政府を退ける事によ

る効率性を重要視する事を第一の目的としている。

（２）ジェソクスのプラソ

フリードマンより10午後，アメリカ経済機会局の要請

で研究を行っていた社会学者ジェソクスは，バウチャー

制の効果をテストするための実験的プランの詳細を発表

した'4)。ジェソクスも公立学校制度の非効率性や艇責任

に対する療法として，学校の競争を考えた。しかし，彼

がバウチャーの提案を行った１９６０年代の終りは，貧困

層・マイノリティの子供に対する連邦政府の強い関心の

時代であり，彼のパウチャー制は，補償教育が強調され

ている。従って，家庭の経済力の格差による教育機会の

不平等を招くことを避けるため，財政に関しては，追加

授業料・学校への私的寄付などを禁止している。そし

て，当時の反人種差別的政策が強く打ち出され，ある学

校の入学志願者が定員を越えた場合は，定貝の半分を抽

選にし，残りの半分を学校独Ｅｌの涯準で決定とし，マイ

ノリティが差別されないように規制している。そして，

情報・輸送の付加サービスについても，念入りに傭えら

れている。すべての子供は，必要ならば無料の輸送を提

供され，学校に関する情報ばメディア，カウンセラーに

よって広く行われる。このプランは，カリフォルニアⅡ｜

アラム゛ロックで５年間に亘り実験されたが，私立学校

を含まず，規模も小さいもので，大きく制限された形で

あった為，バウチャー論争における賛成者・反対者の考

察の根拠になるには至らなかった。

（３）クーソズのプラン

鮫も新しいバウチャー制の検討は，１９７０年代後半のク

一ソズとシュガーマソによる，カリフォルニア州に教育

バウチャーを求める「家庭による学校選択の発議」であ

る。これは，カリフォルニア州の生徒一人当たりの教育

ｌＹが不平等になっている点に対し，バウチャー制の持つ

公正さと競争の原理の二つ恩恵を強調するものであっ

た。

財政にDMしては，バウチャーの額１１[iは州全体に亙る子

供一人当りの，教育賀の９０％に該当する額にされる。

これによって，参加枝は少ない資金で運営されなければ

ならず，能率を要求されるために，経営努力がなされる

と判断するものである。クーソズのプランで注目される

のはこのプランにおいて要求されている規制のほかに，

新たに後から規制を加えることをはっきりと禁止してい

る点である。つまり，規制を禁止する規制といえる。ま

た，親が，自分たちの意向に添ったバウチャー参加枝を

設立するよう地方教育区に申し立てをする権利を認める

ものとしている。これに関しては，クーソズとシュガー

マンによりキャンペーンが行われたが，賛成者の署名が

集まらず住民発議は成立しなかった。

Ｖ・おわりに－３つのプランの全体的比較一

ベウチャーに対する反対者は多数である。不確実性が

バウチャー制を取り巻いている。そのプランを管理する

ために必要とされる官僚制．含まれるサービスのコスト

・学校や生徒が結局従わなければならなくなる規制に対

する疑念が表明された。また，ある人々は，パウチャー

イljIIから.恩恵を受けるのは，不利な状況にある子供達では

なく，エリートのｆ弟であると主張する。また，各学校

が単一的になり，社会がその制度の下でさらに分割され

ると示唆するものもしる。また，宗派立学校への公費援

助は，教会と州の分離の存続にとって危機であるという

声も多い'5)。もし，こういったバウチャーの危険と不確

実性を考MHしても，なお，実行する価値があると判断さ

れる場合，どの様;こ導入されるべきであろうか。

フリードマン，ジェンクス，クーソズら，アメリカの

学校制度へのパウチャー制の原理の考案者たちはいずれ

も，バウチャーのメカニズムの持つ単純性と，学校への

市場原理の利点を求めている，また，現行の公立学校の

効率性と公正さの機能にば批判的であり，共通して，常

套的な平凡な努力による改革の可能性についていずれも

悲観的である。しかしながらこれらの提案者は，バウチ

ャー制の中で，社会的経済的に恵まれない子供の利益を

補償的援助，入学の規制〆輸送・情報の提供といった計

画によって守ろうとする程度に応じて大きく異なってい
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理念を含む様点なプランを区別する必要がある。そし

て，その際，プランを財政・規制・付加サービスといっ

た重要な次元で検討し区別することが望まれる。

バウチャー制研究ノート

る。

フリードマンのものは，具体的ビジョンには欠ける

が，バウチャーの持つ市場原理に最も忠実である。現在

の複雑な学校財政供給システムを管理するには，多くの

規制と幾つかのレベルの官僚制と間接費が必要となって

いるが，これの導入によって，州・地方の管理行政が単

純化されると考える。従って，バウチャー制導入におい

ても，管理行政を必要とするジェンクスやクーンズのプ

ランのような規制は避けている。このプランにおいては

特に社会的弱者に対する補償は考えられていない。ジェ

ンクスのものは，社会・経済的に不利な状況におかれて

いる子供への補償教育が何よりも重要視されている。同

時に営利的な激しい競争を避けるため，多くの規制を伴

ない，現行の学校制度の効果の存続も強く意図してい

る。一方，輸送・情報というサービスの効果的実行の為

に，多くの別経費が必要とされる。クーンズのものは，

追加授業料・努力バウチャー'6)の容認ということで，前

二者の中間に属するといえる。

今後，アメリカまたは，ある地域がパウチャー制導入

を考える場合，上記に考察されたような具体的領域一

財政・規制・付加サーピスーを詳細に検討することが

望まれる。そして，その際，より競争重視でかつ官僚制

の減少を求めるものはフリードマンのプランに，補償教

育重視で現行の学校制度による統合教育の効果の存続を

求めるものはジェンクスのものに近付くと思われる。

これまで見たように，バウチャー制には分かりにくい

面が多い。実行されたその５年後にどのような効果が出

るのかを明確に予想することは極めて難しい。なぜなら

バウチャー制は，異なる権威に現実の実行の詳細を委ね

るし，そこで起こる結果は新しい事件に対する人間や制

度の反応にかなり依存していると思われるからである。

バウチャー制による教育改革案の，アメリカにおける

最近の位置付けに基づいたうえで，今後の研究に重要な

視点は，教育バウチャー制とひとまとめにされてきたプ

ランとその目的の多様性を認識しなければならないとい

う事である。それゆえ，我々はバウチャーの理念とその
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